
Vol. 15　No. 174� 知財ぷりずむ　2017年３月― 44 ―

弊社（X社）とY社とはライバルメーカーの関係にあります。Y社の出願αが公開され
たところ、我が社や他社が従来から実施している形態であることが発覚しました。どうし

ても出願αの登録を阻止したいです。仮に登録されたとしても、特許権を消滅させたいと思いま
す。どのようにすればよいでしょうか。

１　はじめに
特許の設定登録がなされる前に、登録を阻止する手段としては、情報提供制度（特許法

施行規則13条の２。なお、以下では、特許法を単に「法」と、同法施行規則を単に「規則」とい
います。）があります。また、特許の設定登録後は、特許権侵害訴訟で、被告として特許無効の
抗弁（特許法104条の３第１項）を主張して争うという手段もありますが、そうではなく、より
積極的に特許権を消滅させる手段としては、特許異議の申立て（法113条以下）及び特許無効審
判請求（法123条以下）があります。

２　情報提供制度
当該特許出願が特許庁に継続している限り、何人も特許庁に対し、刊行物等の書類を提出する

ことにより情報を提供することができます（規則13条の２）。これは、審査請求の有無にかかわ
りません。

情報提供は「何人も」行うことができ、当該特許出願との利害関係は必要とされていません。
また、匿名での情報提供も可能で、情報提供者の氏名（名称）、住所（居所）、押印を省略するこ
ともできます（規則13条の２第３項、第４項）。

ただし、情報提供制度において、提供できる拒絶理由の種類は、新規事項の追加禁止違反（法
17条の２第３項）、特許要件違反（法29条、29条の２）、先願違反（法39条１項から４項まで）、
記載要件違反（法36条４項又は６項（４号を除く））、外国語書面出願の場合の新規事項の追加禁
止違反（法36条の２第２項）に限定されています。

また、提出できる資料は、書類に限定され、書類以外の物件（例：装置の動作を撮影した
DVD）を提出することはできません（審判便覧第16版10－02）。

さらに、情報提供者は最終的な審理の結果について報告を受ける権利はない（審判便覧第16版
10－02）という点にも留意する必要があります。

３　特許異議申立て
特許掲載公報の発行から６か月以内に限り、特許異議の申立てをすることができます（法113
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